
(57)【要約】

【課題】　監視センタに通報される無効通報を抑止する

ことが可能な監視システム、監視装置及びリモート端末

の提供。

【解決手段】　監視システムＳは、監視対象機器１を監

視する監視装置２と、監視センタ３に設置されたリモー

ト端末３０とから構成される。監視装置２とリモート端

末３０とをネットワーク４を介して接続する。監視対象

機器１の監視装置２による監視は、ＰＩＮＧを監視装置

２から監視対象機器１に送出し、送出したＰＩＮＧによ

る監視対象機器１の障害の確認を行う。監視対象機器１

の障害を検知すると、再度ＰＩＮＧを監視装置２から監

視対象機器１に送出し、再度ＰＩＮＧによる監視対象機

器１の障害の再確認を行う。規定応答回数無いと、監視

対象機器１の真の障害のみを監視装置２から監視センタ

３に通報する。

【選択図】　　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 監 視 対 象 機 器 を 監 視 す る 監 視 装 置 と 、 監 視 セ ン タ に 設 置 さ れ 、 前 記 監 視 装 置 に ネ ッ ト ワ
ー ク を 介 し て 接 続 さ れ る リ モ ー ト 端 末 と か ら 構 成 さ れ 、 前 記 監 視 対 象 機 器 を 監 視 す る シ ス
テ ム で あ っ て 、
　 前 記 監 視 装 置 は 、 前 記 監 視 対 象 機 器 の 障 害 を 監 視 す る 監 視 手 段 と 、 前 記 監 視 対 象 機 器 の
障 害 を 前 記 監 視 セ ン タ に 通 報 す る 通 報 手 段 と 、 前 記 監 視 対 象 機 器 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る Ｐ
Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 手 段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 前 記 監 視 対 象 機 器 か ら の 応 答 を 受 け 取 る 応
答 受 取 手 段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 前 記 監 視 対 象 機 器 か ら の 応 答 の 受 取 有 無 を 判 断
す る 応 答 受 取 有 無 判 断 手 段 と 、 前 記 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 手 段 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 再 送 出 す る よ う に 指 示
す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 再 送 出 指 示 手 段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 前 記 監 視 対 象 機 器 か ら の 応 答
を カ ウ ン ト し て 応 答 有 無 割 合 を 算 出 す る 応 答 有 無 割 合 算 出 手 段 と 、 応 答 有 無 割 合 に 基 づ い
て 前 記 監 視 対 象 機 器 の 障 害 を 判 断 す る 障 害 判 断 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 監 視 シ ス
テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 監 視 装 置 は 、 上 記 監 視 対 象 機 器 の 障 害 の 判 断 基 準 を 変 更 す る 判 断 基 準 変 更 手 段 を 備
え て い る 請 求 項 １ に 記 載 の 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 リ モ ー ト 端 末 は 、 上 記 監 視 装 置 か ら 上 記 監 視 対 象 機 器 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 を
任 意 に 設 定 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回 数 設 定 手 段 と 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 の 設 定 値 を 前 記 監
視 装 置 と の リ モ ー ト 接 続 で 変 更 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回 数 設 定 値 変 更 手 段 と 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出
し た 回 数 に 対 す る 前 記 監 視 対 象 機 器 の 障 害 の 判 断 基 準 と な る 規 定 応 答 回 数 を 任 意 に 設 定 す
る 規 定 応 答 回 数 設 定 手 段 と 、 規 定 応 答 回 数 の 設 定 値 を 前 記 監 視 装 置 と の リ モ ー ト 接 続 で 変
更 す る 規 定 応 答 回 数 設 定 値 変 更 手 段 と を 備 え て い る 請 求 項 １ に 記 載 の 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 監 視 対 象 機 器 の 障 害 を 監 視 す る 監 視 手 段 と 、 前 記 監 視 対 象 機 器 の 障 害 を 監 視 セ ン タ に 通
報 す る 通 報 手 段 と 、 前 記 監 視 対 象 機 器 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 手 段 と 、 送 出 し
た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 前 記 監 視 対 象 機 器 か ら の 応 答 を 受 け 取 る 応 答 受 取 手 段 と 、 送 出 し た Ｐ
Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 前 記 監 視 対 象 機 器 か ら の 応 答 の 受 取 有 無 を 判 断 す る 応 答 受 取 有 無 判 断 手 段
と 、 前 記 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 手 段 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 再 送 出 す る よ う に 指 示 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 再 送 出 指 示 手
段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 前 記 監 視 対 象 機 器 か ら の 応 答 を カ ウ ン ト し て 応 答 有 無 割
合 を 算 出 す る 応 答 有 無 割 合 算 出 手 段 と 、 応 答 有 無 割 合 に 基 づ い て 前 記 監 視 対 象 機 器 の 障 害
を 判 断 す る 障 害 判 断 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 監 視 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 監 視 装 置 か ら 監 視 対 象 機 器 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 を 任 意 に 設 定 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回
数 設 定 手 段 と 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 の 設 定 値 を 前 記 監 視 装 置 と の リ モ ー ト 接 続 で 変 更
す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回 数 設 定 値 変 更 手 段 と 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 し た 回 数 に 対 す る 前 記 監 視 対 象
機 器 の 障 害 の 判 断 基 準 と な る 規 定 応 答 回 数 を 任 意 に 設 定 す る 規 定 応 答 回 数 設 定 手 段 と 、 規
定 応 答 回 数 の 設 定 値 を 前 記 監 視 装 置 と の リ モ ー ト 接 続 で 変 更 す る 規 定 応 答 回 数 設 定 値 変 更
手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る リ モ ー ト 端 末 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 監 視 対 象 機 器 の 生 死 を 監 視 す る 監 視 シ ス テ ム 、 監 視 装 置 及 び リ モ ー ト 端 末 に
関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 お 客 様 先 に 設 置 さ れ た 監 視 対 象 機 器 の 生 死 確 認 監 視 サ ー ビ ス で 、 監 視 装 置 か ら 送
出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に よ る 監 視 対 象 機 器 の ノ ー ド の 生 死 監 視 サ ー ビ ス を 提 供 し て い る が 、 監 視
装 置 か ら 監 視 セ ン タ に 通 報 さ れ る 約 ９ 割 が 無 効 通 報 （ 監 視 対 象 機 器 の 一 時 的 な 障 害 に よ る
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通 報 ） で あ る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 そ こ で 、 本 発 明 の 目 的 は 、 上 記 の 事 情 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ っ て 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 監 視
装 置 か ら 監 視 対 象 機 器 に 送 出 し て 、 監 視 装 置 が 監 視 対 象 機 器 を 監 視 す る の で 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に
よ る 監 視 対 象 機 器 の 障 害 の 確 認 を 行 う こ と が で き 、 監 視 対 象 機 器 の 障 害 を 検 知 し た 際 に 、
再 度 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 監 視 装 置 か ら 監 視 対 象 機 器 に 送 出 し て 、 再 度 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に よ る 監 視 対 象 機 器
の 障 害 の 再 確 認 を 行 う の で 、 監 視 対 象 機 器 の 障 害 を 検 知 す る 精 度 を 向 上 さ せ る こ と が で き
、 監 視 対 象 機 器 の 真 の 障 害 の み を 監 視 装 置 か ら 監 視 セ ン タ に 通 報 す る の で 、 従 来 の よ う な
監 視 セ ン タ に 通 報 さ れ る 監 視 対 象 機 器 の 一 時 的 な 障 害 に よ る 無 効 通 報 を 抑 止 す る こ と が で
き 、 無 効 通 報 に よ る お 客 様 及 び 社 内 工 数 の 低 減 を 図 れ 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 及 び 監 視
対 象 機 器 の 障 害 の 判 断 基 準 と な る 規 定 応 答 回 数 の 最 適 な 設 定 値 を 監 視 セ ン タ か ら 監 視 装 置
に リ モ ー ト で 変 更 す る た め 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 及 び 規 定 応 答 回 数 の 設 定 値 を 現 場 ま
た は 監 視 セ ン タ 指 示 に よ り タ イ ム リ ー に 変 更 で き 、 現 地 へ の 移 動 工 数 も か か ら ず 、 Ｐ Ｉ Ｎ
Ｇ を 送 出 す る 回 数 及 び 規 定 応 答 回 数 の 最 適 な 設 定 が 可 能 な 監 視 シ ス テ ム 、 監 視 装 置 及 び リ
モ ー ト 端 末 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 本 発 明 の 監 視 シ ス テ ム は 、 監 視 対 象 機 器 を 監 視 す る 監 視 装 置 と 、 監 視 セ ン タ に 設 置 さ れ
、 前 記 監 視 装 置 に ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ る リ モ ー ト 端 末 と か ら 構 成 さ れ 、 前 記 監
視 対 象 機 器 を 監 視 す る シ ス テ ム で あ っ て 、 前 記 監 視 装 置 が 、 前 記 監 視 対 象 機 器 の 障 害 を 監
視 す る 監 視 手 段 と 、 前 記 監 視 対 象 機 器 の 障 害 を 前 記 監 視 セ ン タ に 通 報 す る 通 報 手 段 と 、 前
記 監 視 対 象 機 器 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 手 段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 前
記 監 視 対 象 機 器 か ら の 応 答 を 受 け 取 る 応 答 受 取 手 段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 前 記 監
視 対 象 機 器 か ら の 応 答 の 受 取 有 無 を 判 断 す る 応 答 受 取 有 無 判 断 手 段 と 、 前 記 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出
手 段 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 再 送 出 す る よ う に 指 示 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 再 送 出 指 示 手 段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ
Ｇ に 対 す る 前 記 監 視 対 象 機 器 か ら の 応 答 を カ ウ ン ト し て 応 答 有 無 割 合 を 算 出 す る 応 答 有 無
割 合 算 出 手 段 と 、 応 答 有 無 割 合 に 基 づ い て 前 記 監 視 対 象 機 器 の 障 害 を 判 断 す る 障 害 判 断 手
段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 構 成 を 有 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 の 監 視 シ ス テ ム は 、 上 記 監 視 装 置 が 、 上 記 監 視 対 象 機 器 の 障 害 の 判 断 基 準 を 変 更
す る 判 断 基 準 変 更 手 段 を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 の 監 視 シ ス テ ム は 、 上 記 リ モ ー ト 端 末 が 、 上 記 監 視 装 置 か ら 上 記 監 視 対 象 機 器 に
Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 を 任 意 に 設 定 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回 数 設 定 手 段 と 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出
す る 回 数 の 設 定 値 を 前 記 監 視 装 置 と の リ モ ー ト 接 続 で 変 更 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回 数 設 定 値 変
更 手 段 と 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 し た 回 数 に 対 す る 前 記 監 視 対 象 機 器 の 障 害 の 判 断 基 準 と な る 規
定 応 答 回 数 を 任 意 に 設 定 す る 規 定 応 答 回 数 設 定 手 段 と 、 規 定 応 答 回 数 の 設 定 値 を 前 記 監 視
装 置 と の リ モ ー ト 接 続 で 変 更 す る 規 定 応 答 回 数 設 定 値 変 更 手 段 と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 の 監 視 装 置 は 、 監 視 対 象 機 器 の 障 害 を 監 視 す る 監 視 手 段 と 、 前 記 監 視 対 象 機 器 の
障 害 を 監 視 セ ン タ に 通 報 す る 通 報 手 段 と 、 前 記 監 視 対 象 機 器 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る Ｐ Ｉ Ｎ
Ｇ 送 出 手 段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 前 記 監 視 対 象 機 器 か ら の 応 答 を 受 け 取 る 応 答 受
取 手 段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 前 記 監 視 対 象 機 器 か ら の 応 答 の 受 取 有 無 を 判 断 す る
応 答 受 取 有 無 判 断 手 段 と 、 前 記 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 手 段 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 再 送 出 す る よ う に 指 示 す る
Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 再 送 出 指 示 手 段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 前 記 監 視 対 象 機 器 か ら の 応 答 を カ
ウ ン ト し て 応 答 有 無 割 合 を 算 出 す る 応 答 有 無 割 合 算 出 手 段 と 、 応 答 有 無 割 合 に 基 づ い て 前
記 監 視 対 象 機 器 の 障 害 を 判 断 す る 障 害 判 断 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 構 成 を 有 す る
も の で あ る 。
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【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 の リ モ ー ト 端 末 は 、 監 視 装 置 か ら 監 視 対 象 機 器 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 を 任 意
に 設 定 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回 数 設 定 手 段 と 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 の 設 定 値 を 前 記 監 視 装
置 と の リ モ ー ト 接 続 で 変 更 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回 数 設 定 値 変 更 手 段 と 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 し た
回 数 に 対 す る 前 記 監 視 対 象 機 器 の 障 害 の 判 断 基 準 と な る 規 定 応 答 回 数 を 任 意 に 設 定 す る 規
定 応 答 回 数 設 定 手 段 と 、 規 定 応 答 回 数 の 設 定 値 を 前 記 監 視 装 置 と の リ モ ー ト 接 続 で 変 更 す
る 規 定 応 答 回 数 設 定 値 変 更 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 構 成 を 有 す る も の で あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 以 上 に 述 べ た よ う に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 監 視 装 置 か ら 監 視 対 象 機 器 に 送 出 し
て 、 監 視 装 置 が 監 視 対 象 機 器 を 監 視 す る の で 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に よ る 監 視 対 象 機 器 の 障 害 の 確 認
を 行 う こ と が で き 、 監 視 対 象 機 器 の 障 害 を 検 知 し た 際 に 、 再 度 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 監 視 装 置 か ら 監
視 対 象 機 器 に 送 出 し て 、 再 度 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に よ る 監 視 対 象 機 器 の 障 害 の 再 確 認 を 行 う の で 、 監
視 対 象 機 器 の 障 害 を 検 知 す る 精 度 を 向 上 さ せ る こ と が で き 、 監 視 対 象 機 器 の 真 の 障 害 の み
を 監 視 装 置 か ら 監 視 セ ン タ に 通 報 す る の で 、 従 来 の よ う な 監 視 セ ン タ に 通 報 さ れ る 監 視 対
象 機 器 の 一 時 的 な 障 害 に よ る 無 効 通 報 を 抑 止 す る こ と が で き 、 無 効 通 報 に よ る お 客 様 及 び
社 内 工 数 の 低 減 を 図 れ 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 及 び 監 視 対 象 機 器 の 障 害 の 判 断 基 準 と な
る 規 定 応 答 回 数 の 最 適 な 設 定 値 を 監 視 セ ン タ か ら 監 視 装 置 に リ モ ー ト で 変 更 す る た め 、 Ｐ
Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 及 び 規 定 応 答 回 数 の 設 定 値 を 現 場 ま た は 監 視 セ ン タ 指 示 に よ り タ イ
ム リ ー に 変 更 で き 、 現 地 へ の 移 動 工 数 も か か ら ず 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 及 び 規 定 応 答
回 数 の 最 適 な 設 定 が 可 能 な 監 視 シ ス テ ム 、 監 視 装 置 及 び リ モ ー ト 端 末 を 得 る こ と が で き る
。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 以 下 、 本 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 を 図 面 を 参 照 し て 詳 細 に 説 明 す る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 の 実 施 例 に 係 る 監 視 シ ス テ ム を 示 す シ ス テ ム 構 成 図 で あ る 。
　 本 発 明 の 監 視 シ ス テ ム Ｓ は 、 監 視 対 象 機 器 １ を 監 視 す る 監 視 装 置 ２ と 、 監 視 セ ン タ ３ に
設 置 さ れ 、 監 視 装 置 ２ に ネ ッ ト ワ ー ク ４ を 介 し て 接 続 さ れ る リ モ ー ト 端 末 ３ ０ と か ら 構 成
さ れ 、 監 視 対 象 機 器 １ を 監 視 す る シ ス テ ム で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 の 監 視 シ ス テ ム Ｓ は 、 監 視 装 置 ２ が 、 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 を 監 視 す る 監 視 手 段
と 、 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 を 監 視 セ ン タ ３ に 通 報 す る 通 報 手 段 と 、 監 視 対 象 機 器 １ に Ｐ Ｉ
Ｎ Ｇ （ Ｐ ａ ｃ ｋ ｅ ｔ 　 Ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｎ ｅ ｔ 　 Ｇ ｒ ｏ ｐ ｅ ｒ ） を 送 出 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 手 段 と
、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ か ら の 応 答 を 受 け 取 る 応 答 受 取 手 段 と 、 送 出
し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ か ら の 応 答 の 受 取 有 無 を 判 断 す る 応 答 受 取 有 無 判 断
手 段 と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 の 監 視 シ ス テ ム Ｓ は 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 手 段 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 再 送 出 す る よ う に 指 示 す る
Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 再 送 出 指 示 手 段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ か ら の 応 答 を カ ウ
ン ト し て 応 答 有 無 割 合 を 算 出 す る 応 答 有 無 割 合 算 出 手 段 と 、 応 答 有 無 割 合 に 基 づ い て 監 視
対 象 機 器 １ の 障 害 を 判 断 す る 障 害 判 断 手 段 と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 の 監 視 シ ス テ ム Ｓ は 、 監 視 装 置 ２ が 、 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 の 判 断 基 準 を 変 更 す
る 判 断 基 準 変 更 手 段 を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 の 監 視 シ ス テ ム Ｓ は 、 リ モ ー ト 端 末 ３ ０ が 、 監 視 装 置 ２ か ら 監 視 対 象 機 器 １ に Ｐ
Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 を 任 意 に 設 定 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回 数 設 定 手 段 と 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す
る 回 数 の 設 定 値 を 監 視 装 置 ２ と の リ モ ー ト 接 続 で 変 更 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回 数 設 定 値 変 更 手
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段 と 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 し た 回 数 に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 の 判 断 基 準 と な る 規 定 応 答
回 数 を 任 意 に 設 定 す る 規 定 応 答 回 数 設 定 手 段 と 、 規 定 応 答 回 数 の 設 定 値 を 監 視 装 置 ２ と の
リ モ ー ト 接 続 で 変 更 す る 規 定 応 答 回 数 設 定 値 変 更 手 段 と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 の 監 視 装 置 は 、 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 を 監 視 す る 監 視 手 段 と 、 監 視 対 象 機 器 １ の
障 害 を 監 視 セ ン タ ３ に 通 報 す る 通 報 手 段 と 、 監 視 対 象 機 器 １ に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る Ｐ Ｉ Ｎ
Ｇ 送 出 手 段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ か ら の 応 答 を 受 け 取 る 応 答 受 取
手 段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ か ら の 応 答 の 受 取 有 無 を 判 断 す る 応 答
受 取 有 無 判 断 手 段 と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 の 監 視 装 置 は 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 手 段 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 再 送 出 す る よ う に 指 示 す る Ｐ Ｉ Ｎ
Ｇ 再 送 出 指 示 手 段 と 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ か ら の 応 答 を カ ウ ン ト し
て 応 答 有 無 割 合 を 算 出 す る 応 答 有 無 割 合 算 出 手 段 と 、 応 答 有 無 割 合 に 基 づ い て 監 視 対 象 機
器 １ の 障 害 を 判 断 す る 障 害 判 断 手 段 と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 本 発 明 の リ モ ー ト 端 末 は 、 監 視 装 置 ２ か ら 監 視 対 象 機 器 １ に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 を
任 意 に 設 定 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回 数 設 定 手 段 と 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 の 設 定 値 を 監 視 装
置 ２ と の リ モ ー ト 接 続 で 変 更 す る Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回 数 設 定 値 変 更 手 段 と 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 し
た 回 数 に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 の 判 断 基 準 と な る 規 定 応 答 回 数 を 任 意 に 設 定 す る 規
定 応 答 回 数 設 定 手 段 と 、 規 定 応 答 回 数 の 設 定 値 を 監 視 装 置 ２ と の リ モ ー ト 接 続 で 変 更 す る
規 定 応 答 回 数 設 定 値 変 更 手 段 と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 監 視 対 象 機 器 １ と 監 視 装 置 ２ と は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 Ｌ Ａ Ｎ （ Ｌ ｏ ｃ ａ ｌ 　 Ａ ｒ ｅ ａ
　 Ｎ ｅ ｔ ｗ ｏ ｒ ｋ ） ５ で ネ ッ ト ワ ー ク 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 監 視 装 置 ２ と 監 視 セ ン タ ３ と ア シ ス ト セ ン タ ６ と は 、 ネ ッ ト ワ ー ク ４ で 接 続 さ れ て い る
。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 監 視 装 置 ２ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 監 視 対 象 機 器 １ の 生 死 を 監 視 す る 手 順 を 記 述 し た 監
視 プ ロ グ ラ ム ２ ０ と 、 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 を 再 確 認 す る 手 順 を 記 述 し た 再 確 認 プ ロ グ ラ
ム ２ １ と 、 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 を 監 視 セ ン タ ３ に 通 報 す る 手 順 を 記 述 し た 通 報 プ ロ グ ラ
ム ２ ２ と 、 Ｌ Ａ Ｎ ５ に 接 続 さ れ る Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ フ ェ ー ス （ Ｉ ／ Ｆ ） ２ ３ と 、 Ｌ Ａ Ｎ ７ に 接
続 さ れ る Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ フ ェ ー ス （ Ｉ ／ Ｆ ） ２ ４ と 、 Ｔ Ｃ Ｕ （ Ｔ ｅ ｌ ｅ ｃ ｏ ｍ ｍ ｕ ｎ ｉ ｃ ａ
ｔ ｉ ｏ ｎ 　 Ｃ ｏ ｎ ｔ ｒ ｏ ｌ 　 Ｕ ｎ ｉ ｔ ； 通 信 制 御 装 置 ） ８ ０ に 接 続 さ れ る シ リ ア ル イ ン タ
フ ェ ー ス （ Ｉ ／ Ｆ ） ２ ５ と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 監 視 対 象 機 器 １ の ノ ー ド と 監 視 装 置 ２ の Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ フ ェ ー ス ２ ３ と は 、 Ｌ Ａ Ｎ ５ に よ
り ネ ッ ト ワ ー ク 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 監 視 装 置 ２ の Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ フ ェ ー ス ２ ４ と ル ー タ ８ １ と は 、 Ｌ Ａ Ｎ ７ に よ り ネ ッ ト ワ ー
ク 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 監 視 装 置 ２ の シ リ ア ル イ ン タ フ ェ ー ス ２ ５ は 、 Ｔ Ｃ Ｕ ８ ０ を 介 し て ル ー タ ８ １ に 接 続 さ
れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ル ー タ ８ １ は 、 Ｄ Ｓ Ｕ （ Ｄ ｉ ｇ ｉ ｔ ａ ｌ 　 Ｓ ｅ ｒ ｖ ｉ ｃ ｅ 　 Ｕ ｎ ｉ ｔ ； デ ィ ジ タ ル 回 線
終 端 装 置 ） ８ ２ を 介 し て ネ ッ ト ワ ー ク ４ に 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 Ｔ Ｃ Ｕ ８ ０ 及 び ル ー タ ８ １ に は 、 Ｕ Ｐ Ｓ （ Ｕ ｎ ｉ ｎ ｔ ｅ ｒ ｒ ｕ ｐ ｔ ｉ ｂ ｌ ｅ 　 Ｐ ｏ ｗ ｅ
ｒ 　 Ｓ ｕ ｐ ｐ ｌ ｙ ； 非 中 断 電 源 装 置 ） ８ ３ が 接 続 さ れ て い る 。
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【 ０ ０ ２ ７ 】
　 監 視 セ ン タ ３ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ の 送 出 回 数 の 設 定 値 及 び 規 定 応 答 回 数 の
設 定 値 を リ モ ー ト で 変 更 可 能 な リ モ ー ト 端 末 ３ ０ と 、 監 視 装 置 ２ か ら の 監 視 対 象 機 器 １ の
障 害 の 通 報 を 受 け 付 け る 受 付 端 末 ３ １ と 、 リ モ ー ト 端 末 ３ ０ に 接 続 さ れ た ル ー タ ３ ２ と を
備 え て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 監 視 セ ン タ ３ の リ モ ー ト 端 末 ３ ０ は 、 ル ー タ ３ ２ を 介 し て ネ ッ ト ワ ー ク ４ に 接 続 さ れ て
い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 Ｄ Ｓ Ｕ ８ ２ は 、 ネ ッ ト ワ ー ク ４ を 介 し て 監 視 セ ン タ ３ の ル ー タ ３ ２ 及 び ア シ ス ト セ ン タ
６ に 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 監 視 セ ン タ ３ を ア シ ス ト す る ア シ ス ト セ ン タ ６ は 、 監 視 装 置 ２ か ら の 監 視 対 象 機 器 １ の
障 害 の 通 報 を 監 視 セ ン タ ３ の 受 付 端 末 ３ １ に 送 信 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 本 発 明 の 監 視 シ ス テ ム Ｓ に お い て 、 監 視 装 置 ２ の 監 視 手 段 は 、 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 を
監 視 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 監 視 装 置 ２ の 通 報 手 段 は 、 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 を 監 視 セ ン タ ３ に 通 報 す る も の で あ る
。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 監 視 装 置 ２ の 監 視 プ ロ グ ラ ム ２ ０ が 起 動 さ れ る と 、 監 視 装 置 ２ の Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 手 段 は 、
監 視 対 象 機 器 １ に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 監 視 装 置 ２ の 応 答 受 取 手 段 は 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ か ら の 応 答 を
受 け 取 る も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 監 視 装 置 ２ の 応 答 受 取 有 無 判 断 手 段 は 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ か ら
の 応 答 の 受 取 有 無 を 判 断 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 監 視 装 置 ２ の 監 視 プ ロ グ ラ ム ２ ０ が 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 を 検 知 す る と 、 監 視 装 置 ２ の
再 確 認 プ ロ グ ラ ム ２ １ が 起 動 さ れ 、 監 視 装 置 ２ の Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 再 送 出 指 示 手 段 は 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送
出 手 段 に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 再 送 出 す る よ う に 指 示 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 監 視 装 置 ２ の 応 答 有 無 割 合 算 出 手 段 は 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ か ら
の 応 答 を カ ウ ン ト し て 応 答 有 無 割 合 を 算 出 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 監 視 装 置 ２ の 障 害 判 断 手 段 は 、 算 出 し た 応 答 有 無 割 合 に 基 づ い て 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害
を 判 断 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 し た 回 数 に 対 し て 監 視 対 象 機 器 １ か ら 監 視 装 置 ２ へ の 応 答 回 数 が 予 め 設
定 さ れ た 規 定 応 答 回 数 無 い と 、 監 視 装 置 ２ の 通 報 プ ロ グ ラ ム ２ ２ が 起 動 さ れ 、 監 視 対 象 機
器 １ の 障 害 を 監 視 装 置 ２ か ら 監 視 セ ン タ ３ に 通 報 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 監 視 装 置 ２ の 判 断 基 準 変 更 手 段 は 、 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 の 判 断 基 準 を 変 更 す る も の で
あ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 監 視 セ ン タ ３ の リ モ ー ト 端 末 ３ ０ の Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回 数 設 定 手 段 は 、 監 視 装 置 ２ か ら 監 視
対 象 機 器 １ に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 を 任 意 に 設 定 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
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　 監 視 セ ン タ ３ の リ モ ー ト 端 末 ３ ０ の Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ 送 出 回 数 設 定 値 変 更 手 段 は 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送
出 す る 回 数 の 設 定 値 を 監 視 装 置 ２ と の リ モ ー ト 接 続 で 変 更 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 監 視 セ ン タ ３ の リ モ ー ト 端 末 ３ ０ の 規 定 応 答 回 数 設 定 手 段 は 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 し た 回 数
に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 の 判 断 基 準 と な る 規 定 応 答 回 数 を 任 意 に 設 定 す る も の で あ
る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 監 視 セ ン タ ３ の リ モ ー ト 端 末 ３ ０ の 規 定 応 答 回 数 設 定 値 変 更 手 段 は 、 規 定 応 答 回 数 の 設
定 値 を 監 視 装 置 ２ と の リ モ ー ト 接 続 で 変 更 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 本 発 明 の 監 視 シ ス テ ム Ｓ で は 、 監 視 装 置 ２ の 監 視 プ ロ グ ラ ム ２ ０ が 監 視 対 象 機 器 １ の 障
害 を 検 知 し た 際 に 、 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 が 一 時 的 な 障 害 か 真 の 障 害 か ど う か を 確 認 す る
プ ロ セ ス を 組 み 込 み 、 監 視 対 象 機 器 １ の 真 の 障 害 の み を 監 視 セ ン タ ３ の 受 付 端 末 ３ １ に 通
報 す る よ う に す る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 こ の 確 認 プ ロ セ ス は 、 監 視 装 置 ２ に 組 み 込 ん で あ り 、 以 下 に 示 す よ う な 機 能 を 有 し て い
る 。
（ １ ） 監 視 装 置 ２ の 監 視 プ ロ グ ラ ム ２ ０ が 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 を 検 知 す る と 、 監 視 装 置
２ の 再 確 認 プ ロ グ ラ ム ２ １ が 起 動 さ れ 、 ３ 回 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 監 視 装 置 ２ か ら 監 視 対 象 機 器 １ に
送 出 す る 。
（ ２ ） ３ 回 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 し た 監 視 対 象 機 器 １ か ら 監 視 装 置 ２ に １ 回 で も 応 答 が あ る と 、
監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 は 、 一 時 的 な 障 害 と し て 監 視 セ ン タ ３ の 受 付 端 末 ３ １ に 通 報 し な い
。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 さ ら に 、 上 記 の Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 監 視 装 置 ２ か ら 監 視 対 象 機 器 １ に 送 出 す る 回 数 を フ レ キ シ ブ
ル に 設 定 で き る よ う に 機 能 を 強 化 し 、 ユ ー ザ の シ ス テ ム 環 境 に チ ュ ー ニ ン グ で き る よ う に
パ ラ メ タ 変 更 可 能 な プ ロ グ ラ ム を 作 成 す る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 例 え ば 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ ７ 回 に 対 す る 規 定 応 答 回 数 は 、 監 視 セ ン タ ３ か ら 監 視 装 置 ２
に 事 前 に 設 定 す る 。
　 監 視 装 置 ２ か ら 監 視 対 象 機 器 １ に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 ７ 回 に 対 し て 、 監 視 対 象 機 器
１ か ら 監 視 装 置 ２ へ の 応 答 回 数 ３ 回 は 、 監 視 対 象 機 器 １ に 一 時 的 な 障 害 を 含 め た 何 ら か の
障 害 有 り と す る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ま た 、 監 視 装 置 ２ か ら 監 視 対 象 機 器 １ に Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 ７ 回 に 対 し て 、 監 視 対
象 機 器 １ か ら 監 視 装 置 ２ へ の 応 答 回 数 ４ 回 は 、 監 視 対 象 機 器 １ に 何 ら か の 不 具 合 は あ る が
障 害 無 し と す る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 の 設 定 値 は 、 監 視 装 置 ２ と 監 視 セ ン タ ３ と の リ モ ー ト 接 続 で 変
更 で き る よ う に す る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 ま た 、 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 の 判 断 基 準 と な る 規 定 応 答 回 数 の 設 定 値 は 、 監 視 装 置 ２ と
監 視 セ ン タ ３ と の リ モ ー ト 接 続 で 変 更 で き る よ う に す る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 監 視 セ ン タ ３ は 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 の 設 定 値 及 び 規 定 応 答 回 数 の 設 定 値 を ケ ー ス
別 に 集 め 、 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 が 一 時 的 な 障 害 か 真 の 障 害 か ど う か の 事 例 を 多 く 集 め る
こ と に よ り 、 シ ス テ ム 規 模 な ど で の Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 及 び 規 定 応 答 回 数 の 最 適 な 設
定 が で き 、 監 視 装 置 ２ に よ る 監 視 対 象 機 器 １ の 真 の 障 害 の 検 知 率 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 監 視 装 置 ２ は 、 監 視 対 象 機 器 １ の 真 の 障 害 の み を 監 視 セ ン タ ３ に 通 報 す る の で 、 監 視 装
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置 ２ か ら 監 視 セ ン タ ３ へ の 無 効 通 報 に よ る お 客 様 及 び 社 内 工 数 の 低 減 が 図 れ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 及 び 規 定 応 答 回 数 の 最 適 な 設 定 値 は 、 監 視 セ ン タ ３ の リ モ ー ト
端 末 ３ ０ か ら 監 視 セ ン タ ３ に リ モ ー ト で 変 更 す る た め 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 す る 回 数 及 び 規 定
応 答 回 数 の 設 定 値 を 現 場 ま た は 監 視 セ ン タ ３ 指 示 に よ り タ イ ム リ ー に 変 更 で き 、 現 地 へ の
移 動 工 数 も か か ら な い と い う 利 点 が あ る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 図 ２ は 、 本 発 明 の 実 施 例 に 係 る 監 視 シ ス テ ム に お け る 監 視 対 象 機 器 の 監 視 装 置 に よ る 監
視 時 の 処 理 の 流 れ を 説 明 す る フ ロ ー チ ャ ー ト 図 で あ る 。
　 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ０ で ス タ ー ト し た 処 理 は 、 監 視 対 象 機 器 １ の 監 視 装 置 ２ に よ る 監 視 時 に
、 ま ず 、 監 視 装 置 ２ の 監 視 プ ロ グ ラ ム ２ ０ が 起 動 さ れ る と 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 監 視 装 置 ２ か ら 監
視 対 象 機 器 １ に 送 出 し て 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に よ る 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 の 確 認 を 行 い （
ス テ ッ プ Ｓ １ ０ １ ） 、 次 い で 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ か ら 監 視 装 置 １
へ の 応 答 が 有 る か を 判 断 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ２ ） 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 こ こ で 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ か ら 監 視 装 置 １ へ の 応 答 が 無 い 場 合
は （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ２ “ Ｎ ” ） 、 監 視 装 置 ２ の 監 視 プ ロ グ ラ ム ２ ０ の 起 動 に よ り 送 出 し た
Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ か ら の ト ラ ッ プ を 受 信 し （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ３ ） 、 次 い で
、 監 視 装 置 ２ の 監 視 プ ロ グ ラ ム ２ ０ が 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 を 検 知 す る と 、 監 視 装 置 ２ の
再 確 認 プ ロ グ ラ ム ２ １ が 起 動 さ れ 、 ７ 回 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 監 視 装 置 ２ か ら 監 視 対 象 機 器 １ に 送 出
し て 、 再 度 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に よ る 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 の 再 確 認 を 行 い （ ス テ ッ プ Ｓ １
０ ４ ） 、 次 い で 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 し た 回 数 （ ７ 回 ） に 対 し て 監 視 対 象 機 器 １ か ら 監 視 装 置
２ へ の 応 答 回 数 が 予 め 設 定 さ れ た 規 定 応 答 回 数 （ ４ 回 ） 有 る か を 判 断 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １
０ ５ ） 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 こ こ で 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 し た 回 数 （ ７ 回 ） に 対 し て 監 視 対 象 機 器 １ か ら 監 視 装 置 ２ へ の
応 答 回 数 が 予 め 設 定 さ れ た 規 定 応 答 回 数 （ ４ 回 ） 無 い 場 合 は （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ５ “ Ｎ ” ）
、 監 視 装 置 ２ の 通 報 プ ロ グ ラ ム ２ ２ が 起 動 さ れ 、 監 視 セ ン タ ３ へ の 通 報 処 理 を 行 い （ ス テ
ッ プ Ｓ １ ０ ６ ） 、 監 視 対 象 機 器 １ の 障 害 を 監 視 装 置 ２ か ら ネ ッ ト ワ ー ク ４ 及 び ア シ ス ト セ
ン タ ６ を 経 由 し て 監 視 セ ン タ ３ の 受 付 端 末 ３ １ へ 通 報 し 、 そ の 後 、 監 視 装 置 ２ は 監 視 対 象
機 器 １ の 監 視 を 継 続 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ７ ） 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 ま た 、 送 出 し た Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ に 対 す る 監 視 対 象 機 器 １ か ら 監 視 装 置 １ へ の 応 答 が 有 る 場 合 は
（ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ２ “ Ｙ ” ） 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ７ に 移 行 し 、 監 視 装 置 １ が 監 視 対 象 機 器 １
の 監 視 を 継 続 す る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 さ ら に 、 Ｐ Ｉ Ｎ Ｇ を 送 出 し た 回 数 （ ７ 回 ） に 対 し て 監 視 対 象 機 器 １ か ら 監 視 装 置 ２ へ の
応 答 回 数 が 予 め 設 定 さ れ た 規 定 応 答 回 数 （ ４ 回 ） 有 る 場 合 は （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ５ “ Ｙ ” ）
、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ７ に 移 行 し 、 監 視 装 置 １ が 監 視 対 象 機 器 １ の 監 視 を 継 続 す る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ ０ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 例 に 係 る 監 視 シ ス テ ム を 示 す シ ス テ ム 構 成 図 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 例 に 係 る 監 視 シ ス テ ム に お け る 監 視 対 象 機 器 の 監 視 装 置 に よ る 監 視
時 の 処 理 の 流 れ を 説 明 す る フ ロ ー チ ャ ー ト 図 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ６ １ 】
　 １ 　 監 視 対 象 機 器
　 ２ 　 監 視 装 置
　 ３ 　 監 視 セ ン タ
　 ４ 　 ネ ッ ト ワ ー ク
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　 ５ 　 Ｌ Ａ Ｎ
　 ６ 　 ア シ ス ト セ ン タ
　 ７ 　 Ｌ Ａ Ｎ
２ ０ 　 監 視 プ ロ グ ラ ム
２ １ 　 再 確 認 プ ロ グ ラ ム
２ ２ 　 通 報 プ ロ グ ラ ム
２ ３ 　 Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ フ ェ ー ス
２ ４ 　 Ｌ Ａ Ｎ イ ン タ フ ェ ー ス
２ ５ 　 シ リ ア ル イ ン タ フ ェ ー ス
３ ０ 　 リ モ ー ト 端 末
３ １ 　 受 付 端 末
３ ２ 　 ル ー タ
８ ０ 　 Ｔ Ｃ Ｕ
８ １ 　 ル ー タ
８ ２ 　 Ｄ Ｓ Ｕ
８ ３ 　 Ｕ Ｐ Ｓ
　 Ｓ 　 監 視 シ ス テ ム
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